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(57)【要約】
【課題】　従来知られていたアタッチメントは、ユーザ
が治療箇所を視認することが困難であったために、操作
性に課題があった。
【解決手段】　電磁波を被検体に照射する電磁波照射装
置の出射部と、超音波診断装置の超音波プローブと、を
結合する結合装置は、出射部の出射面に対して、超音波
プローブの超音波送受信面が出射面から出射される電磁
波の出射方向に突出するように出射部と超音波プローブ
とを結合する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁波を被検体に照射する電磁波照射装置の出射部と、超音波診断装置の超音波プロー
ブと、を結合する結合装置であって、
　前記出射部の出射面に対して、前記超音波プローブの超音波送受信面が前記出射面から
出射される電磁波の出射方向に突出するように前記出射部と前記超音波プローブとを結合
すること
　を特徴とする結合装置。
【請求項２】
　前記電磁波の出射方向に対する前記超音波送受信面の法線方向の相対角度を固定するよ
うに前記出射部と前記超音波プローブとを結合すること
　を特徴とする請求項１に記載の結合装置。
【請求項３】
　前記電磁波の出射面に対する前記超音波送受信面の相対位置が可変となるように前記出
射部と前記超音波プローブとを結合すること
　を特徴とする請求項１に記載の結合装置。
【請求項４】
　前記電磁波の出射方向と、前記超音波送受信面の法線方向との相対角度が可変となるよ
うに前記出射部と前記超音波プローブとを結合すること
　を特徴とする請求項３に記載の結合装置。
【請求項５】
　前記電磁波の出射方向に対応する軸を中心に、前記超音波プローブが回転可能となるよ
うに前記出射部と前記超音波プローブとを結合すること
　を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の結合装置。
【請求項６】
　前記電磁波の出射方向において、前記出射部に対する前記超音波送受信面の相対位置が
可変となるように前記出射部と前記超音波プローブとを結合すること
　を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の結合装置。
【請求項７】
　前記電磁波の出射面と光学的に結合し、前記電磁波の出射面から出射した電磁波を前記
被検体に導く導光部材をさらに備えることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記
載の結合装置。
【請求項８】
　前記出射部が挿入される第１の開口部と、
　前記超音波プローブが挿入される第２の開口部と、
　を有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の結合装置。
【請求項９】
　前記第１の開口部と前記第２の開口部とは、それぞれ開口の大きさが可変であることを
特徴とする請求項８に記載の結合装置。
【請求項１０】
　前記第２の開口部を複数有することを特徴とする請求項８または９に記載の結合装置。
【請求項１１】
　前記出射部から出射された電磁波を減衰させる減衰手段を有することを特徴とする請求
項１～１０のいずれか１項に記載の結合装置。
【請求項１２】
　前記出射部から延出する配線と、前記超音波プローブから延出する配線と、を固定する
配線固定手段を備えることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の結合装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、レーザ等の電磁波を被検体に照射する照射装置と、超音波診断装置とを結合
する結合装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　可視光や近赤外光を用いて生体内を低侵襲でイメージングする技術として、光音響イメ
ージングが知られている。光音響イメージングにおいては、生体外部から生体に光を照射
し、光エネルギーを吸収した生体内の分子が体積膨張することにより発生する音響波を生
体外部で検出する。この音響波は典型的には超音波であり、光音響波とも呼ぶ。
【０００３】
　紫外線や可視光、近赤外光、赤外光のレーザ光を直接的に、病変部、色素部、シミ、ア
ザ、毛根部等の生体組織あるいは刺青に照射して治療、もしくは除去するレーザ治療装置
がある。
【０００４】
　特許文献１には、レーザ光を出射する光ファイバーを超音波システムに結合するアタッ
チメントが記載されている。特許文献１には、このような構成を用いて、生体組織の治療
箇所を超音波画像で特定した後に、光ファイバーから出射されたパルス光により被検体内
に光音響波を誘起させることが記載されている。誘起された光音響波は、超音波システム
により検出される。治療用レーザ光の治療箇所への照射が行われた後に、別途パルス光を
治療箇所に照射することで、治療前後の光音響波の変化に基づいて、ユーザは治療の効果
を確認する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／００７１１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されたアタッチメントは、超音波プローブの超音波送
受信面が被検体から離間され、超音波プローブの側方からレーザ光の照射が行われるよう
に超音波プローブと光ファイバーとを結合している。そのため、被検体の関心領域の上を
超音波プローブが覆い隠してしまうことになる。したがって、ユーザが治療箇所を視認す
ることが困難であることから、操作性に課題があった。
【０００７】
　上述の課題に鑑みて、本発明は、より良好な操作性を実現する結合装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一つの側面である結合装置は、
　電磁波を被検体に照射する電磁波照射装置の出射部と、超音波診断装置の超音波プロー
ブと、を結合する結合装置であって、
　前記出射部の出射面に対して、前記超音波プローブの超音波送受信面が前記出射面から
出射される電磁波の出射方向に突出するように前記出射部と前記超音波プローブとを結合
すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　より良好な操作性を実現する結合装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本発明の第１の実施形態に係る結合装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る結合装置の構成例を示す模式図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る治療フローを示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る結合装置の構成例を示す模式図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る治療フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１の実施形態）
　図１は、結合装置１０を用いて、レーザ治療装置ＬＴのレーザ出射部１３と、超音波診
断装置ＵＳの超音波プローブ１６と、を結合した例を示したブロック図である。
【００１２】
　レーザ治療装置ＬＴは、レーザ光により、病変部、色素部、シミ、アザ、毛根部等の生
体組織あるいは刺青を治療、もしくは除去するものである。レーザ治療装置本体１１は、
レーザ光源およびレーザコントローラを備え、レーザ光源の波長、出力、繰り返し周波数
、パルス幅をレーザコントローラにより制御することにより、レーザ光を出射する。レー
ザ治療装置本体１１より出射されたレーザ光は、光導波路１２により光出射部１３へ導波
される。光導波路１２は、シングルモードファイバやマルチモードファイバ、バンドルフ
ァイバなどを用いることができる。レーザ光は、光出射部１３から被検体１００へ照射さ
れる。ここでは、レーザ光を被検体に照射するレーザ治療装置として説明するが、レーザ
光以外の電磁波を被検体に照射することにより、病変等の治療、除去を行う装置であって
もよい。つまり、レーザ治療装置１１は、電磁波照射装置としての機能を担う。また、以
降において、光出射部１３を電磁波出射部とも呼ぶ。
【００１３】
　超音波診断装置ＵＳは、超音波診断装置本体１４と超音波プローブ１６とを備える。超
音波診断装置ＵＳは、被検体に対して超音波を送信し、被検体１００内で反射された超音
波（エコー）を受信することにより被検体１００内を画像化する装置である。超音波診断
装置ＵＳは、さらに、超音波プローブ１６を介して受信した音響波に基づく画像の表示を
行うための表示装置を備えていてもよい。
【００１４】
　超音波診断装置本体１４は、信号線１５を介して超音波プローブ１６と接続されている
。超音波診断装置本体１４内の送信回路で発生させた電気信号を、信号線１５を介して超
音波プローブ１６へ入力し、超音波に変換して送信してもよい。あるいは、超音波診断装
置１４は、レーザ出射部１３からの光照射により発生した光音響波を受信するのみとして
もよい。そして、被検体１００から反射した超音波（エコー）、あるいは光照射により発
生した光音響波を超音波プローブ１６で受信する。超音波プローブ１６にて受信された音
響波は、電気信号に変換され、信号線１５を介して超音波診断装置本体１４へ入力される
。超音波プローブ１６は、単一のトランスデューサからなってもよいし、複数のトランス
デューサからなってもよい。また、複数のトランスデューサを含んだ超音波プローブ１６
の構成としては、リニアプローブやコンベックスプローブ、２Ｄプローブ、３Ｄプローブ
、セクタプローブなどが利用できる。超音波プローブ１６は、超音波診断装置本体１４に
対して交換可能であり、用途に適した構成の超音波プローブ１６をユーザが選択できる。
また、超音波プローブ１６により受信された超音波に由来する電気信号は、超音波診断装
置１４が持つ表示装置にて確認できる構成としてもよい。表示手段が表示するものとして
は、電気信号を再構成することで作成された断層画像でもよいし、電気信号をグラフ表示
したものでもよい。また、電気信号の有無や強度をビープ音などの音やＬＥＤなどの光の
明滅により表示してもよい。
【００１５】
　結合装置１０は、光出射部１３と超音波プローブ１６とを結合する装置である。より具
体的には、互いに独立しているレーザ出射部１３と超音波プローブ１６とを一体的に組み
合わせ、被検体から光音響波を受信する光音響装置として機能させるための装置である。
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【００１６】
　図２（ａ）は、結合装置１０により光出射部１３と超音波プローブ１６とが結合された
一例を示す図である。本例において、光射出部１３は、レーザ出射部２２、レーザ出射面
２３、およびガイド２５を含む。レーザ治療装置本体から出射されたレーザ光は、導波路
１２を介してレーザ出射部２２へ入力される。レーザ出射部２２内には、集光レンズや拡
散板などの光学調整手段（不図示）が備えられており、調整された光束２４がレーザ出射
面２３から被検体表面２００へ向かって出射される。レーザ出射部２２が備えるガイド２
５は、被検体表面２００に突き当てることにより、被検体表面２００とレーザ出射面２３
との間隔を規定することができる。ガイド２５は図示するような棒上の部材に限らず、板
状、あるいは筒状の形状であってもよい。ガイド２５は、レーザ出射部２２に対して着脱
可能としてもよい。ユーザは、用途に応じてガイド２５を適宜交換できる。ガイド２５の
長さは、レーザ出射部２２内の光学調整手段で調整された、光束２４のレーザスポット径
に対する焦点距離に合わせて設定されるのが好ましい。焦点距離は、被検体表面２００や
被検体内部２０１など、治療対象箇所に応じて適宜設定される。また、レーザ出射部２２
は、レーザ出射面２３から照射される治療用の光束２４とは別に、被検体表面２００上の
照射エリアをユーザにガイドするためのガイド光を被検体表面２００へ照射する機構を設
けてもよい。なお、ここでは信号線１５を示しているが、超音波プローブ１６と超音波診
断装置本体１４との間で無線通信を行うようにし、信号線１５のない形としてもよい。こ
の場合、超音波プローブ１６が電池を内蔵可能とすることで、ユーザは信号線１５による
制約を受けずに超音波プローブ１６を取り扱うことができる。
【００１７】
　レーザ出射部２２から出射されるレーザ光は、典型的には５００ｎｍ～１１００ｎｍな
どの波長が好適に用いられる。これらの波長を選択することで、ホクロやシミ、アザなど
を対象とした治療を行うことができる。
【００１８】
　ここで、レーザ光の照射により発生する光超音波について説明する。レーザ出射部２２
からパルス状のレーザ光が被検体表面２００へ照射され、被検体内部２０１で散乱する。
被検体表面２００から被検体内部２０１へ伝搬したレーザ光のエネルギーの一部が、メラ
ニンやヘモグロビンなどの光吸収体に吸収されると、熱膨張により当該光吸収体及びその
周囲から音響波（光超音波）が発生する。例えば、治療対象がホクロやシミ、アザの場合
には、レーザ光源として波長７００ｎｍ前後のＱスイッチルビーレーザや、Ｑスイッチア
レキサンドライトレーザ、波長５３２／１０６４ｎｍのＱスイッチＹＡＧレーザなどを好
適に使用することができる。他に、メラノーマなどの病変部や、毛髪や毛根、血管、刺青
等を対象にレーザ照射した場合も、同様に光超音波が発生する。なお、レーザ光のパルス
幅は典型的には数百ナノ秒以下であり、好ましくは１０ナノ秒以下が好ましい。
【００１９】
　超音波プローブ２６は、超音波プローブ本体２６ａと超音波送受信面２６ｂを含んで構
成される。図２（ａ）では、コンベックス型の超音波プローブ２６を例として図示してい
る。超音波プローブ２６は、超音波送受信面２６ｂを被検体表面２００に音響的に接触す
るように配置される。超音波送受信面２６ｂは音響整合剤（不図示）を介して、被検体表
面２００に接触する。音響整合剤として、水やジェル、油などを使用することができる。
また、超音波プローブ２６は被検体表面２００に対して光束２４を遮光しないように配置
することが好ましい。
【００２０】
　図２（ａ）に示すように、レーザ出射面２３と被検体表面２００の間は、レーザ光の焦
点距離の分を離す必要がある一方で、超音波プローブ２６は超音波送受信面２６ｂを被検
体表面２００に音響的に接触させる必要がある。本例のように、被検体表面２００のレー
ザ照射箇所の近傍に超音波送受信面２６ｂを配置することで、レーザ照射により被検体表
面２００や被検体内部２０１で発生した光超音波を効率的に受信することができる。
【００２１】
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　結合装置１０は、レーザ出射面２３に対して、超音波送受信面２６ｂを光束２４がレー
ザ出射面２３から出射される方向に突出するように、レーザ出射部２２と超音波プローブ
２６とを結合する。結合装置１０を用いることにより、本来、独立した装置であるレーザ
治療装置ＬＴと超音波診断装置とが、光音響測定装置としても機能し得る。つまり、レー
ザ出射部２２と超音波プローブ２６とが、一体化された光音響プローブとして機能し得る
。結合装置１０は、プラスチックや樹脂、金属などで製作されたアタッチメントや、ゴム
バンドなどをベルクロ（登録商標）や粘着テープなどで固定して使用することができる。
結合装置１０は、レーザ出射部２２が挿入される第１の開口部と超音波プローブ２６が挿
入される第２の開口部とを有する構成としてもよい。さらに、各開口部の大きさを可変と
することにより、多様な大きさ、形状の超音波プローブおよびレーザ出射部に対応するこ
とが可能となる。また、使用者がレーザ出射部２２を把持するため、結合装置１０は把持
部を避けてレーザ出射部２２の出射面近傍に配置されることが好ましい。図２（ａ）では
、レーザ出射部２２の出射面付近と、超音波プローブ２６の根本付近とで、被検体表面２
００に対する鉛直方向での重なる部分で結合されている。
【００２２】
　図２（ａ）の例では、レーザ光の出射面２３に対する超音波プローブの送受信面２６ｂ
との相対位置が固定されているが、これを可変としてもよい。以下に、具体例を示す。
【００２３】
　図２（ｂ）は、結合装置１０が角度調整手段２８を備える例を示す。角度調整手段２８
は、ヒンジなどを用いて実現することができ、レーザ出射部２２から出射されるレーザ光
の出射方向に対すると超音波プローブ２６の送受信面２６ｂの法線方向との相対角度が可
変となる。このようにすることで、被検体内２０１から伝搬する音響波を受信する角度を
変えることができ、その結果、音響波により観察する範囲を変えることができる。また、
超音波プローブ２６による音響波の測定を行わない場合には、超音波プローブ２６をレー
ザ出射部２２から遠ざけることができるので、ユーザの操作性が向上する。
【００２４】
　図２（ｃ）は、図２（ｂ）に示す構成におけるガイド２５に替えて導光部材２９を設け
た構成である。導光部材２９は、円柱状の形状を有し、レーザ出射部２２に光学的に結合
されている。導光部材２９は、使用者が被検体表面２００を目視で視認できる程度に可視
光の領域において透明であり、照射されるレーザ光の波長に対しても透明（透過）である
ことが好ましい。また、導光部材２９の径が大き過ぎると、超音波プローブ２６を被検体
表面２００上のレーザ照射箇所へ近づけにくくなる場合があるため、導光部材２９の径は
、レーザ出射部２２の出射面２３と同等程度の大きさが好ましい。また、導光部材２９は
、ガイド２５の機能を有することが好ましく、導光部材２９の高さはガイド２５の長さと
同様に設定することができる。図２（ｃ）に示す構成では、導光部材２９が被検体表面２
００に面で接触するため、レーザ出射部２２の把持状態が安定する。さらに、導光部材２
９の被検体表面２００に触れる面にインクをつけることで、導光部材２９を被検体表面２
００に接触した際に、ハンコの要領でマーキングをすることもできる。
【００２５】
　図２（ｂ）、（ｃ）に示すように、結合装置１０が角度調整手段２８を備える場合には
、被検体上にガイド２５あるいは導光部材２９を被検体表面２００に当接させた状態で、
超音波プローブ２６を被検体表面２００から離間させることができる。この構成に依れば
、レーザ光を照射する位置を決めた後に、その位置を変えることなく音響整合剤を被検体
表面２００に塗布することが可能になるという利点がある。
【００２６】
　図２（ｄ）に、結合装置１０が回転調整機構を備える例を示す。回転調整機構を有する
結合装置１０は、回転リングなどを用いることができ、レーザ出射部２２と超音波プロー
ブ２６の被検体表面２００に対する水平面内の相対位置を調整することができる。図では
、レーザ出射部２２を中心に超音波プローブ２６が相対的に回転する例を示している。言
い換えると、結合装置１０は、レーザ光の出射方向に対応する仮想的な軸を超音波プロー
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ブが回転可能となるように、レーザ出射部２２と超音波プローブ２６とを結合する。回転
調整機構は、回転リングに回転ストッパなどを備えることで、超音波プローブ２６の位置
を任意に固定できるようにしてもよい。また、超音波プローブ２６を中心としてレーザ出
射部２２を相対的に回転させてもよい。図では、結合装置１０に回転機能が備わった例を
示したが、独立した回転調整手段で、結合装置１０と別に配置してもよい。
【００２７】
　また、図２（ａ）～（ｄ）に示した構成において、結合装置１０は、レーザ光の出射方
向において、レーザ出射部２２に対する超音波プローブ２６の送受信面の相対位置が可変
となるようにしてもよい。例えば、結合装置１０はレーザ出射部２２をレーザ光の出射方
向に摺動可能とすることができる。レーザ光の出射面２３に対する超音波プローブ２６の
被検体方向への突出の程度を調整できるので、利用する超音波プローブ２６およびレーザ
出射部２２の特性に応じて、適切な位置関係を実現できるようになる。
【００２８】
　本実施形態で示した結合装置は、ユーザが超音波プローブ２６をレーザ出射部２２とと
もに被検体に対して移動しやすい構成である。この構成は、被検体表面２００の複数個所
に対してレーザ光を照射する場合に好適である。また、結合装置１０に対して光導波路１
２および信号線１５を固定する配線固定手段を結合装置１０に設けることで、ユーザによ
るレーザ出射部の取り回しが容易になる。ここで、配線とは、光導波路１２および信号線
１５の両方を含む概念である。レーザ出射部２２および超音波プローブ２６から延出する
配線を固定することにより、結合装置１０により一体化された光音響プローブとして取り
扱いやすくなる。配線固定手段は、プラスチックや樹脂、金属などで製作されたアタッチ
メントや、ゴムバンドなどをベルクロや粘着テープなどを用いて実現することができる。
【００２９】
　結合装置を使用したレーザ治療方法の一例を図２（ａ）の構成と、図３のフロー図を用
いて説明する。
【００３０】
　まず、ステップＳ３１で、使用者は、レーザ出射部２２と超音波プローブ２６とを結合
装置１０により結合させる。結合させる箇所は、おおよその位置として、レーザ出射部２
２の出射面２３付近と超音波プローブ２６の超音波送受信面２６ｂから見て遠い側の端部
付近としておく。レーザ出射部２２がガイド２５を持つ場合には、超音波送受信面２６ｂ
が、レーザ光の出射方向において、ガイド２５の先端と同程度の位置にくるように、位置
合わせを行うと、好適に光音響波の測定が行える。
【００３１】
　次に、ステップＳ３２で、使用者はレーザ出射部２２を把持して、被検体表面２００の
治療箇所にガイド２５を用いて目視で位置合わせを行う。このとき、使用者は、位置合わ
せしたレーザ照射箇所を、マジックなどの使用者が視認できる手段でマーキングしてもよ
い。このとき、事前に設定されたレーザスポット径に応じたサイズでマーキングをしても
よい。また、先述したように、導光部材２９を持つ場合に、その先端にマーキング用のイ
ンクを付与し、ハンコのようにマーキングしてもよい。また、マーキングする手段は、使
用するレーザ光源の波長の吸収が少ないものを使用することが好ましい。
【００３２】
　ステップＳ３３で、使用者は、超音波送受信面２６ｂが被検体表面２００に接触するよ
うに、超音波プローブ２６の位置の調整を目視で行う。この調整は、結合装置１０の開口
部に挿入された超音波プローブ２６あるいはレーザ出射部２２を結合装置１０に対してス
ライドさせることにより実現できる。超音波送受信面２６ｂは、光音響波を検出しやすい
ように、レーザ照射箇所にできるだけ近づけるように位置を調整することが好ましい。ま
た、超音波プローブ本体２６ａと超音波送受信面２６ｂが、光束２４を被検体表面２００
に対して遮光しないように位置を調整することが好ましい。
【００３３】
　ステップＳ３４で、超音波送受信面２６ｂと接触する被検体表面２００に音響整合剤を
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塗布する。超音波送受信面２６ｂが被検体表面２００と接触していない場合は、音響整合
剤を介して被検体表面２００と接触するように位置を調整することが好ましい。また、音
響整合剤は被検体表面２００の治療箇所に塗布しないことが好ましい。先述のように、結
合装置１０が角度調整手段を有する場合には、このステップにおいて、超音波プローブ２
６を、被検体表面２００から一時的に離間させると、被検体表面２００に音響整合材を塗
布しやすい。
【００３４】
　ステップＳ３５で、被検体表面２００に向けてレーザ照射を実施する。使用者は、レー
ザ治療装置ＬＴに付属のフットスイッチなどを用いて、レーザ照射を制御することができ
る。レーザ照射は、単一パルスの照射でもよいし、複数パルスの照射でもよい。レーザ照
射により、被検体表面２００や被検体内部２０１で発生した光超音波が、超音波送受信部
２６ｂにより受信され、超音波プローブ本体２６ａを経由して、電気信号に変換されて信
号線１５へ出力される。
【００３５】
　ステップＳ３６で、使用者は、ステップＳ３５のレーザ照射で発生した光超音波信号の
有無や強度を超音波診断装置ＵＳで確認をする。簡便な方法としては、超音波診断装置Ｕ
Ｓから発せられる光超音波信号に基づくビープ音などで確認することができる。例えば、
治療内容がシミの除去の場合、レーザ照射によってメラニン粒が破壊されるため、シミの
除去が進むと発生する光超音波が弱くなり、最終的には光超音波はほとんど発生しなくな
る。被検体から発生する光音響波の強度を反映したビープ音や、表示手段による表示など
を通じて、ユーザは、光音響信号の変化を認識できる。
【００３６】
　ステップＳ３７では、使用者が、ステップＳ３６での光超音波信号の確認結果を元に、
追加のレーザ照射が必要か否かを判断する。追加照射を必要とした場合には、ステップＳ
３５に戻り、二回目のレーザ照射を実施する。また、ステップＳ３６での確認結果を元に
、二回目に照射するレーザ光の強度を変更してもよい。使用者は、光超音波信号の確認結
果から、シミの除去が不十分だと判断した場合に、二回目以降のレーザ照射を実施するこ
とができる。また、使用者は、光超音波信号の強度によって、一回目の照射のレーザ強度
に対して二回目に照射するレーザ強度を調整することができる。さらに、一回目と二回目
のレーザ照射は短い時間の間に連続して実施される必要はない。一回目と二回目のレーザ
照射の間隔は、治療状況に応じて数日から数週間の期間が設定されてもよい。ただし、一
回目と二回目のレーザ照射が連続で実施されない場合、二回目のステップＳ３５のレーザ
照射を実施する前に、ステップＳ３１からステップＳ３４を再度実施する必要がある。ス
テップＳ３７で追加照射の必要がないと判断されると、レーザ治療は終了する。
【００３７】
　本実施形態に係る結合装置を用いることにより、使用者はレーザ治療箇所を目視しなが
ら治療を実施し、簡便に光超音波信号の情報を得ることができる。
【００３８】
　（第２の実施形態）
　本発明に係る第２の実施形態を説明する。本実施形態に係る結合装置は、被検体表面に
載置して利用する据え置き型の結合装置として好適に利用できる。第１の実施形態と共通
する説明は省略し、差分を中心に説明する。第１の実施形態で示した結合装置は、ユーザ
が超音波プローブ２６をレーザ出射部２２とともに被検体に対して移動しやすい構成であ
った。それに対して、本実施形態では、結合装置１０が被検体表面２００に接して載置さ
れる構成としている。この構成に依れば、被検体表面２００上の比較的平坦な部位に静置
できるため、レーザ光の照射および音響波の検出を安定して実施できる。
【００３９】
　図４（ａ）は、本実施形態に係る結合装置１０によって、レーザ出射部２２と超音波プ
ローブ２６が結合された状態を示す図である。図中、見やすいように、超音波プローブ２
６に接続されている、信号線１５を削除して図示している。結合装置１０は、第１の開口
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部である挿入口３１と第２の開口部である挿入口３２を備えている。挿入口３１にレーザ
出射部２２を挿入することができ、挿入口３２に超音波プローブ２６を挿入することがで
きる。挿入口３１の内壁面には、レーザ出射部２２からの光が漏れないよう、遮光部材を
設けてもよい。この遮光部材は、挿入口３１に挿入されたレーザ出射部２２を固定する固
定部材としての機能も担う。遮光部材は、例えばスポンジやゴムなど、レーザ出射部２２
の形状に倣って変形可能な材料で構成されることが好ましい。挿入口３２の内壁面にも、
同様に、超音波プローブ２６を挿入口３２に対して固定する固定部材を設けるとよい。図
４（ｂ）は、結合装置１０の内部構成を示している。挿入口３１の底面と結合装置１０の
底面との間の距離は、第１の実施形態におけるガイド２５の長さと同様に設定される。ま
た、挿入口３１内のレーザ出射面２３と接する箇所に減衰手段としての減光フィルタなど
を配置して、被検体に実際に照射されるレーザ光の光量を調整してもよい。挿入口３２内
の底面（超音波送受信面２６ｂと接する箇所）は、ＰＥＴフィルムなどの光超音波を含む
超音波を透過させる部材を配置してもよい。また、結合装置１０の底面は被検体表面２０
０と接するため、ＰＥＴフィルムなどで構成してもよい。前述の挿入口３２内の底面は、
結合装置１０の底面であってもよい。超音波送受信面２６ｂ被検体表面の間には音響整合
剤を配置することが好ましい。
【００４０】
　図４（ｃ）は、結合装置１０が挿入口３２を複数有する例を示している。挿入口３２が
複数配置されることで、複数の方向から超音波プローブ２６を挿入することが可能になる
。
【００４１】
　本実施形態の結合装置１０はその全体が透明部材で構成されることが好ましいが、少な
くとも結合装置１０の底面と挿入口３１は透明の部材で構成されることが好ましい。これ
により、ユーザは挿入口３１越しに被検体表面２００を見ながら、結合装置１０を設置す
ることができる。なお、ここで述べる透明とは、照射されるレーザ光の波長が十分に透過
されることである。例えば、底面に着色がある場合に、レーザ照射により光超音波が発生
する可能性がある。また、結合装置１０の内部は、空洞か水などの音響整合剤で満たされ
ていることが好ましい。
【００４２】
　図４（ａ）の結合装置を使用したレーザ治療方法の一例を、図５のフロー図を用いて説
明する。第１の実施形態と同じ内容は説明を省略し、差異部分のみを説明する。
【００４３】
　まず、ステップＳ５１で結合装置１０を被検体表面２００の治療箇所に設置して、レー
ザ照射箇所の位置決めを行う。使用者は、挿入口３１から結合装置１０の底面を眺めなが
ら配置することでレーザ照射箇所の位置決めを厳密に実施することができる。また、結合
装置１０自体を被検体表面２００内で回転させて、挿入口３１と挿入口３２の相対位置を
変更してもよい。位置決めの終了後、被検体表面２００上の光超音波受信箇所に音響整合
剤を塗布することが好ましい。レーザ照射箇所が事前に明らかになっている場合は、結合
装置１０を設置する前に被検体表面２００および結合装置１０の底面の少なくとも一方に
音響整合剤を塗布してもよい。また、位置決め終了後にゴムバンドを用いるなどして、結
合装置１０を被検体に固定してもよい。
【００４４】
　ステップＳ５２において、使用者は、結合装置１０の挿入口３１にレーザ出射部２２を
挿入する。挿入時には、レーザ出射部２２のレーザ出射面２３が、挿入口３１の底面に突
き当たるように挿入する。先述のように挿入口の内壁面に固定部材を設けることにより、
不図示の固定手段によりレーザ出射部２２が固定されてもよい。また、必要に応じて挿入
口３１の底面に減衰手段としての減光フィルタを事前に配置することができる。
【００４５】
　ステップＳ５３で、使用者は、結合装置１０の挿入口３２に超音波プローブ２６を挿入
する。挿入する前に、挿入口３２の内部に音響整合剤を入れることが好ましい。超音波プ
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ローブ２６と被検体表面２００が音響的に結合しているかは、超音波診断装置１４を使っ
て確認できる。
【００４６】
　その後、ステップＳ５４からステップＳ５６の工程が実施されて、レーザ治療が終了す
る。ステップＳ５４～Ｓ５６は、ステップＳ３５～Ｓ３７と同様の処理が行われるため、
説明を省略する。
【００４７】
　本実施形態に係る結合装置を用いることにより、使用者はレーザ治療箇所を目視しなが
ら治療を実施し、簡便に光超音波信号の情報を得ることができる。
【００４８】
　（その他）
　上記各実施形態は例示的なものに過ぎず、本発明の技術的思想を逸脱しない限りにおい
て様々な形態で実現することができる。また、実施形態中の一部の要素を抜き出して組み
合わせることができる。
【符号の説明】
【００４９】
　ＬＴ　レーザ治療装置
　ＵＳ　超音波診断装置
　１０　結合装置
　１１　レーザ治療装置本体
　１２　光導波路
　１３　レーザ出射部
　１４　超音波診断装置本体
　１５　信号線
　１６　超音波プローブ
　２３　レーザ出射面
　２６ｂ　超音波送受信面
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